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１ 一般承継（法第４４条、県細則第１６条） 

開発許可又は建築許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に

基づく地位を承継するときは、その旨を市長に届出なければならない。 

なお、一般承継人とは次のものをいう。 

（１） 相続人 

（２） 合併後存続する法人（吸収合併の場合） 

（３） 合併により新たに設置された法人（新設合併の場合） 

 

２ 特定承継（法第４５条、県細則第１６条の２） 

開発許可を受けた者の特定承継人（開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の

所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者）は、市長の承認

を受けて開発許可に基づく地位を承継することができる。 

 


